
4広報かどま平成28年4月号 防災／春の地域安全運動

防

災

水
防
団
員
を
募
集
し
ま
す

　

水
害
か
ら
地
域
の
人
の
命
と
財
産

を
守
る
た
め
に
、
水
防
団
員
を
募
集

し
ま
す
。

対�

象　

市
在
住
・
在
勤
で
18
歳
以
上

の
男
女

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

淀
川
左
岸
水
防
事
務
組
合

　

☎
０
７
２
（
８
４
１
）
２
３
１
０

新
た
な
防
災
行
政
無
線
を

設
置

　

弁
天
池
公
園
内
に
、
防
災
行
政
無

線
を
新
た
に
設
置
し
ま
し
た
。

　

市
で
は
災
害
時
に
迅
速
な
情
報
伝

達
を
図
る
た
め
に
、
避
難
所
を
は
じ

め
、
市
内
各
所
に
防
災
行
政
無
線
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

新
た
な
設
置
場
所

　

弁
天
池
公
園
（
岸
和
田
１
丁
目
８
）

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
８
１
２

保

険

27
年
度
国
保
料
な
ど�

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
お
早
め
に
保
険
収
納
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆
日
曜
納
付
相
談

と
き　

４
月
24
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と�

こ
ろ　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別

館
１
階
）
、
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※ 

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー
で
は
納
付

書
・
保
険
証
の
発
行
不
可
。
後
日

郵
送

◆
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付

　

保
険
収
納
課
窓
口
で
は
、
ペ
イ
ジ

ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
で
、
簡

単
に
口
座
振
替
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

必
要
な
物

　

 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
本
人
確
認

書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※ 

一
部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
あ

り
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先

　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

国
民
健
康
保
険�

短
期
被
保
険
者
証
を
更
新

　

５
月
１
日
㈰
以
降
有
効
と
な
る
国

民
健
康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
は
、

４
月
18
日
㈪
か
ら
、
保
険
収
納
課
で

交
付
し
ま
す
。

　

業
務
時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い
人

は
、
夜
間
交
付
窓
口
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と�

き　

４
月
25
日
㈪
〜
28
日
㈭
の
午

後
５
時
30
分
〜
７
時
30
分

と�

こ
ろ　

保
険
収
納
課
（
市
役
所
別

館
１
階
）

持�

ち
物　

印
鑑
、
来
庁
者
本
人
を
確

認
で
き
る
物
（
運
転
免
許
証
な

ど
）
、
短
期
被
保
険
者
証

※ 

18
歳
未
満
の
短
期
被
保
険
者
証
は

簡
易
書
留
で
郵
送

問
合
先　

保
険
収
納
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
９
９
４

28
年
度
の
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
算
定

　

後
期
高
齢
者
医
療
の
年
間
保
険
料

は
均
等
割
額
と
所
得
割
額
の
合
計
額

で
す
。

年
間
保
険
料

○ 

均
等
割
額
…
被
保
険
者
１
人
５
万

１
６
４
９
円

○ 

所
得
割
額
…
賦
課
基
準
の
所
得
金

額
×
10
・
41
％

※
賦
課
限
度
額
は
57
万
円

※ 

低
所
得
世
帯
に
は
軽
減
措
置
あ
り
。

住
民
税
未
申
告
の
人
は
申
告
が
必

要
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

後
期
高
齢
者
医
療�

健
康
診
査
の
受
診
券
を
送
付

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
は
、
年
度
に
１
回
、
健
康
診
査
を

無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
４
月
下
旬
に
受
診
券
を
送
付
し

ま
す
。
被
保
険
者
証
と
受
診
券
を
医

療
機
関
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

年
度
途
中
に
75
歳
に
な
る
人
に
は
、

誕
生
月
の
翌
月
に
受
診
券
を
送
付

※ 

健
康
診
査
の
申
し
込
み
は
、
府
内

の
指
定
医
療
機
関
へ
直
接

問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

後
期
高
齢
者
医
療�

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助
成

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
は
、
年
度
に
１
回
、
人
間
ド
ッ
グ

受
診
費
用
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

助
成
額　

上
限
２
万
６
０
０
０
円

必
要
な
物

　

 

領
収
書
、
検
査
結
果
通
知
書
、
被

保
険
者
証
、
預
貯
金
通
帳
、
印
鑑

申
請
方
法

　

人
間
ド
ッ
ク
受
診
後
に
直
接

申
請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

国
保
料
な
ど
の
特
別
徴
収

者
へ
の
仮
徴
収
額
の
通
知

　

国
民
健
康
保
険
料
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
が
、
３
月
以
前
か

ら
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

さ
れ
て
い
る
人
の
４
月
・
６
月
・
８

月
の
保
険
料
は
、
２
月
分
と
同
額

（
26
年
中
の
所
得
か
ら
算
定
し
た
仮

徴
収
額
）
で
す
。
な
お
、
保
険
料
額

に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
料

　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

の
人
に
は
、
４
月
上
旬
に
保
険
料
仮

徴
収
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、

６
月
に
本
算
定
し
た
「
保
険
料
額
決

定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

特
別
徴
収
の
人
に
は
、
３
月
下
旬

に
特
別
徴
収
仮
徴
収
額
を
お
知
ら
せ

し
、
28
年
度
か
ら
特
別
徴
収
に
切
り

替
わ
る
人
に
は
、
４
月
に
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
仮
徴
収
額
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
７
月
に
本
算
定
し
た
「
保

険
料
額
決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま

す
。

◆
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
に
変
更

で
き
ま
す

　

支
払
い
を
毎
月
払
い
に
変
更
し
た

い
人
は
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
物

　

 

通
帳
、
通
帳
の
印
鑑
、
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
が
で
き
る

物
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※ 

滞
納
が
あ
る
場
合
は
変
更
で
き
な

い
場
合
あ
り

※
変
更
は
申
請
か
ら
３
カ
月
後

申
請
・
問
合
先　

健
康
保
険
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
５
６
９
７

28
年
度
介
護
保
険
料
の
仮

算
定

　

28
年
度
介
護
保
険
料
の
仮
算
定
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
を

も
と
に
決
定
し
ま
す
が
、
28
年
度
の

市
民
税
が
確
定
す
る
ま
で
は
仮
に
算

定
し
、
徴
収
し
ま
す
。
７
月
の
本
算

定
時
に
、
仮
算
定
の
保
険
料
と
調
整

し
、
改
め
て
通
知
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
額
（
仮
算
定
）

○ 

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

…
４
月
･
６
月
･
８
月
分
は
28
年

２
月
分
と
原
則
同
額

※ 

２
月
分
と
同
額
の
場
合
は
仮
算
定

通
知
書
の
送
付
な
し

○ 

普
通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）

…
４
月
〜
６
月
分
は
27
年
度
の
市

民
税
課
税
状
況
で
算
定

問
合
先　

く
す
の
き
広
域
連
合
本
部

　

☎
０
６
（
６
９
９
５
）
１
５
１
６

　

く
す
の
き
広
域
連
合
門
真
支
所

　

☎
０
６
（
６
７
８
０
）
５
２
０
０

年

金

国
民
年
金
保
険
料
が
変
更

　

４
月
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料
の

月
額
が
１
万
６
２
６
０
円
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
納
付
書
で
前
納
し
た
割

引
額
は
１
年
分
で
３
４
６
０
円
、
半

年
分
で
７
９
０
円
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

学
生
納
付
特
例
制
度

　

所
得
が
一
定
額
以
下
の
学
生
は
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。
年
度

ご
と
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対�

象　

20
歳
以
上
の
学
生

※ 

対
象
外
の
学
校
の
場
合
は
一
般
免

除
申
請
で
受
け
付
け

必�

要
な
物　

年
金
手
帳
、
印
鑑
、
学

生
証
ま
た
は
在
学
証
明
書

※ 

同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問
合
先

　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６
（
６
９
９
２
）
３
０
３
１

　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

休
日
国
民
年
金
相
談

　

年
金
の
種
別
変
更
や
、
免
除
申
請

な
ど
を
受
け
付
け
ま
す
。

と
き　

４
月
24
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

市
民
課

　

（
市
役
所
別
館
１
階
）

必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※ 

離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
退
職
辞
令
な

ど
（
す
べ
て
写
し
可
）

※ 

同
世
帯
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場

合
は
、
代
理
人
の
身
分
証
明
書

問
合
先

　

市
民
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
６
０
０
５

教

育

28
年
度
就
学
援
助
制
度

　

経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
な
児

童
や
生
徒
の
保
護
者
に
対
し
、
就
学

援
助
費
を
支
給
し
ま
す
。

対�

象　

市
内
の
小
・
中
学
校
に
在
学

す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

申�

請
方
法　

学
校
か
ら
配
付
さ
れ
る

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

学
校
へ
提
出

※
振
込
先
の
通
帳
の
写
し
を
添
付

提
出
期
限　

５
月
９
日
㈪

※ 

期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
提
出
日

か
ら
支
給

※ 

所
得
制
限
あ
り
。
詳
し
く
は
学
校

か
ら
配
付
さ
れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
参
照

問
合
先

　

学
校
教
育
課

　

☎
０
６
（
６
９
０
２
）
７
１
０
７ 防災行政無線

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

目
標

○ 

子
ど
も
と
女
性
を
対
象
と
す
る

犯
罪
の
被
害
の
防
止

○ 

ひ
っ
た
く
り
、
自
動
車
関
連
犯

罪
（
自
動
車
盗
、
車
上
ね
ら
い
、

部
品
ね
ら
い
）
の
被
害
防
止

○ 

特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止

◆
春
の
地
域
安
全
運
動
決
起
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン

　

「
安
全
な
ま
ち
」
に
向
け
、
古

川
橋
駅
前
で
啓
発
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を

配
布
し
ま
す
。
当
日
は
、
め
ぐ
み

幼
稚
園
の
鼓
笛
隊
と
ガ
ラ
ス
ケ
が

応
援
に
か
け
つ
け
ま
す
。

と�

き

　

４
月
19
日
㈫
午
前
10
時
か
ら

と�

こ
ろ　

京
阪
古
川
橋
駅
南
側
ロ

ー
タ
リ
ー

主
催　

門
真
市
防
犯
連
合
協
議
会

◆
特
殊
詐
欺
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止
に
向
け
、

啓
発
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
配
布
し
ま
す
。

と�

き　

４
月
22
日
㈮

　

午
前
10
時
か
ら

と�

こ
ろ

　

古
川
橋
駅
南
側
ロ
ー
タ
リ
ー

◆
自
動
車
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
盗

難
防
止
ネ
ジ
無
料
取
り
付
け

と�

き

　

４
月
23
日
㈯
午
前
10
時
か
ら

と�

こ
ろ　

コ
ー
ナ
ン
門
真
殿
島
店

駐
車
場
（
殿
島
町
10
‐
３
）

取
付
台
数　

50
台

※
な
く
な
り
次
第
終
了

４
月
19
日
～
28
日
は 
 

春
の
地
域
安
全
運
動

み
ん
な
で
力
を
あ
わ
せ
て
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

地域での防災訓練を支援します地域での防災訓練を支援します
　大規模災害時には、停電や道路の渋滞、水道の
断水などの被害が想定されます。行政機関による
支援活動が始まるまでは、地域の皆さんが協力し、
初期消火や救助活動、避難誘導などに取り組むこ
とが大切です。
　市では、地域の自主的な防災訓練を支援するた
め、市職員による防災講話や非常持ち出し品の展
示、備蓄物資の提供などを実施しています。
　また、消防団による水
消火器を使った消火訓練
や救助資機材搭載車両の
展示なども行っています。
　地域で防災訓練を実施
する際は、気軽にお問い
合わせください。　
問合先
　危機管理課
　☎０６（６９０２）５８１２ 水消火器による訓練
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